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代理人等に住民票などを交付した場合、事前登録者に交付の事実を通知します ふるさと納税（ご寄付）は加西市に

　平成 9 年度から市街地や交通空白地域を運行してき
た加西市コミュニティバスは、市が運行を委託している
神姫バスの車両と同じデザインでしたが、「KASAI ねっ
ぴ～号」としてデザインを一新、再出発します。

　11 月 12 日からの定期運行に先立ち、次のとおり出発
式を行います。なお、運行ダイヤは変更ありません。

KASAI ねっぴ～号

　新しいデザインは、市が候補として準備した 3 つの
案を、市内小学校 3 ～ 6 年生が選び決定しました。

　加西ブランドの象徴であるブドウの紫をベースカラー
に、加西商工会議所青年部の企画によって誕生した加西
ふるさと観光大使「ねっぴ～」と、市内の観光地や特産
品を描いています。

■日時／ 11 月 10 日（土）11:40 ～
■場所／アスティアかさい前バスロータリー
※北条鉄道でお越しの場合は、北条町駅 11 時 32 分着
　をご利用ください（広報かさい 10 月号 3 ページ右下
　の無料優待券も利用いただけます）。
※北条町内で「北条の宿はくらんかい」も開催されています。

【問合先】　人口増政策課・企画調整係☎㊷8700　℻㊸1800　jinko@city.kasai.lg.jp

コミュニティバスが「KASAI ねっぴ～号」として新しくなります

　市外に住まれている加西市出身の方、加西市にゆかり
のある方で「元気な加西市になってほしい」などの想い
を、ふるさと納税（ご寄付）によりお寄せください。
　「ふるさと納税制度」は、出身地や応援したい自治体に
寄付する場合、居住する自治体に納める住民税を軽減す
るもので、納税者が税金の納付先を選択できる制度です。

　ふるさと納税を本年中にされた場合、平成 24 年分所得
税・25 年度住民税の控除対象となります。軽減される額
は、所得税と住民税を合わせて、寄付金額から 2 千円を
引いた額となります（軽減される額には上限があります）。
　
　ご寄付の仕方や特典などについては、下記までお問い
合わせください。

■ふるさと納税の受け入れ状況
　加西市は今年度、10 月 20 日現在で 38 名から 812 万
円のご寄付をいただいています。ふるさと納税を開始し
た平成 20 年度から合計すると 7,218 万円（323 名）に
なります。

　皆様からいただいた寄付金は、順次予算計上し、魅力
あるまちづくりに活用させていただきます。活用内容に
ついては、市ホームページでご紹介しています。

■年度別ふるさと納税の受け入れ状況
寄付年 寄付者数 寄付金額

平成 20 年度 40 名 5,795,000 円
平成 21 年度 54 名 16,070,000 円
平成 22 年度 80 名 19,845,000 円
平成 23 年度 111 名 22,350,000 円
平成 24 年度（4 ～ 10 月 20 日） 38 名 8,120,000 円

（前年同期） 33 名 7,420,000 円
合計 323 名 72,180,000 円

【問合先】　財政課・財政係☎㊷8710　℻㊷1586　zaisei@city.kasai.lg.jp

【問合先】　市民課・市民年金係☎㊷8720　℻㊷1792　shimin@city.kasai.lg.jp

　9 月議会で「加西市住民票の写し等本人通知制度に関
する条例」が可決され、11 月 1 日から施行されます。

　この制度は、住民票の写し又は戸籍謄抄本などの証明
書を本人の代理人や（※）第三者に交付した場合に、事
前に登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵
送により通知するものです。

　全国的にも住民票の写し等の不正取得が発生している
ため、証明書の交付事実を本人に通知することにより、
不正請求を発見し、抑止する効果が期待されます。

■登録の手続き

■本制度の流れ

市が第三者へ住
民票の写し等を
交付

事前登録者へ住
民票の写し等を
交付した事実を
郵送で通知

※第三者とは、住民票の写しでは「同一世帯」以外の者、
戸籍及び戸籍の附票の写しでは「戸籍に記載のある者、
その配偶者、直系親族」以外の者で、個人、法人、八業
士（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会
保険労務士、弁理士、海事代
理士、行政書士）をいいます。

　これらの第三者には、住民
基本台帳法、または戸籍法に
より、請求の権利が認められ
ています。

本人通知書
■ふるさと納税カタログ
　一定額以上をご寄付いただいた方に、季節に応じて、または一年
を通して加西の産品（加西ぶどう、トマト、日本酒、ワインなど）
をお送りしています。

事前登録ができる方   ①加西市の住民基本台帳に記載されている人　②加西市の戸籍に記載されている人
  ※転出や転籍等で除かれた人を含む。

対象となる証明書   ①住民票の写し（除住民票を含む）　　②戸籍謄抄本（除籍を含む）
  ③戸籍の附票の写し（除附票を含む）

有効期間   登録日から 3 年。期間終了後も引き続き制度の利用を希望される方は、更新手続きが必
  要です。　※毎週水曜日に一括して登録の手続を行います（登録日）。

通知内容
  ①交付年月日　　②交付証明書の種別　　③交付通数
  ④交付請求者の種別「本人の代理人、第三者請求（個人・法人・八業士）」で、請求者
  　の氏名は通知しません。

登録方法

  ■市民課窓口の場合
  　本人確認書類（運転免許証、住基カード、パスポート、保険証及び病院診察券等）と
　  印鑑を持参のうえ、本人が窓口で申請してください。

  ■遠方の方で窓口で申請を行うことができない場合
  　郵送による申請も可能です。市ホームページに掲載の「本人通知制度登録申請書」に
  　記入し、本人確認書類の写しを添付して市民課まで郵送してください。

  ■疾病等により窓口で申請を行なうのが困難な方など
  　委任状（市ホームページ掲載）による代理人申請が可能です。登録者本人と代理人の
  　本人確認書類を持参のうえ、窓口で申請してください。


